
議
員
提
出
第
二
十
五
号
議
案

北
朝
鮮
の
核
実
験
に
対
し
制
裁
の
強
化
と
国
民
の
安
全
確
保
を
求
め
る
意
見
書

本
月
九
日
、
北
朝
鮮
が
五
回
目
と
な
る
核
実
験
を
実
施
し
た
旨
の
発
表
を
行
っ
た
。

わ
が
国
を
は
じ
め
国
際
社
会
は
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
、
関
連
す
る
国
連
安
保
理
決
議
の
完
全
な
遵
守
を

求
め
、
核
実
験
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
等
の
挑
発
行
為
を
決
し
て
行
わ
な
い
よ
う
警
告
と
要
求
を
繰
り
返
し

て
き
た
。
こ
う
し
た
中
、
本
年
に
入
っ
て
運
搬
手
段
で
あ
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
を
既
に
二
十
一
発
実
施

し
た
こ
と
に
加
え
、
同
日
、
核
弾
頭
能
力
を
高
め
る
た
め
と
し
て
一
月
に
引
き
続
き
核
実
験
を
再
度
強
行
し

た
こ
と
は
、
わ
が
国
に
対
す
る
直
接
的
脅
威
で
あ
り
、
極
め
て
強
く
非
難
す
る
。

今
回
の
北
朝
鮮
に
よ
る
核
実
験
の
実
施
は
、
国
連
安
保
理
決
議
第
二
二
七
〇
号
を
は
じ
め
関
連
す
る
安

保
理
決
議
に
対
す
る
明
確
な
違
反
で
あ
る
ば
か
り
か
、
核
兵
器
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
を
中
心
と
す
る
国

際
的
な
軍
縮
・
不
拡
散
体
制
に
対
す
る
重
大
な
挑
戦
で
あ
る
。
ま
た
、
日
朝
平
壌
宣
言
や
六
者
会
合
共
同
声

明
に
も
違
反
し
、
北
朝
鮮
と
の
対
話
を
通
じ
た
問
題
解
決
に
向
け
た
動
き
に
も
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
断

じ
て
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
断
固
た
る
抗
議
の
意
思
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
次
の
措

置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

一

更
に
核
実
験
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
北
朝
鮮
に
対
し
更
な
る
重
要
な
措
置
を
と
る
決
意
を
表
明
し
た
国

連
安
保
理
決
議
第
二
二
七
〇
号
を
念
頭
に
、
国
連
安
保
理
で
の
対
応
を
含
め
、
米
国
、
韓
国
、
中
国
、
ロ

シ
ア
を
始
め
と
す
る
関
係
国
と
緊
密
に
連
携
し
、
制
裁
の
強
化
を
求
め
る
な
ど
、
外
交
努
力
を
行
う
こ
と
。

二

今
回
の
北
朝
鮮
に
よ
る
核
実
験
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
政
府
と
し
て
、
国
家
の
防
衛
と
国
民
の
安
全

確
保
の
た
め
の
施
策
の
一
層
の
充
実
に
万
全
を
尽
く
す
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
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